
 

町内会・区長会の改革提言（第１期まちづくり市民会議）フォロー確認会議（摘録） 
 

 
■日 時   ２０１３年１１月７日（木） 午後１時３０分～午後３時３０分 

■場 所   太田市役所 １０階 政策推進会議室  

■出席者   まちづくり市民会議 福島会長、石倉副会長 
       地域総務課 成塚参事、坂庭補佐、浅野主査 
       事務局（企画政策課）富岡係長代理 

  
【目 的】 
  ・町内会・区長会の改革提言に対する行政からの回答、その後のフォローが行われ

たが、その実行状況に疑念を持ったため、所管部門に対して実行状況の確認を行

うこととした。 

 

【確認項目】 
 

１．第１期まちづくり市民会議の提言について 

（地域総務課） 

・提言及び回答の内容について確認している。また、課内での水平展開を実施し

ている。 

（市民会議） 

・第 1期まちづくり市民会議では提言のほか、太田市まちづくり基本条例の一部

見直しについて答申し、町内会活動の参加を促すものに改正を行っている。 

・町内会・区長会の実行状況が基本条例と合致していないのではないかと危惧し

ている。 

・まちづくり基本条例が太田市の基軸となっているので、整合性を持つことが大

事である。 

 （地域総務課） 

  ・基本条例の見直し（地域コミュニティ）については確認できていなかった。現

在、自治会組織の取扱いについては「区長の特別職としての身分について（別

紙 1）」のなかで示された内容を踏襲している。 

 （市民会議） 

  ・公式な資料ではないと思われる。もう一度位置づけについて確認してもらいた

い。 

 

２．提言に対する回答の実行状況について 

（１）町内会について 

【提言 1】 



 

行政は、最低限の要件を備えたモデル会則などを提示し、会則などの整備状

況を確認、改善指導し、平準化を図る。 

【実行状況】 

・自治会ハンドブックを作成しモデル会則を示し、指導していきたい。骨格は

できており、4月完成を目指している。 

【意見等】 

（市民会議） 

 ・自治会ハンドブックを作成については評価できるが、作成にあたり市民の意

見を聞く場は設定しないのか。例えば検討委員会のようなもの。 

 ・ハンドブックには、町内会の意義を入れ込んでもらいたい。また、完成した

時点で区長・区長代理に対して研修会の実施をお願いしたい。その際には、

まちづくり基本条例、総合計画も併せて説明するべきである。 

 （地域総務課） 

 ・検討委員会の設置については検討させてもらいたい。設置した場合には当初

予定していた時期が延びることになる。 

 

 【提言 2、3】 

  「会則」「規定」「予算・決算」「事業計画・報告」について、行政が集約し、

情報公開する。 

  予算書と決算書を行政に報告し、行政は資金使途を把握する必要がある。 

 【実行状況】 

  ・決算書の提出は実施しているが他の報告及び集約は行われていない。 

  ・各地区の活動に温度差がある。 

   

（２）区長会について 

【提言 1】 

 コミュニティのリーダーとしての役割や使命と、区長制度、市政の現状、ま

ちづくり基本条例などの理解を深めるため、区長や区長代理の研修を定期的

に実施する。 

【実行状況】 

・事務概要の配布は実施している。ただし、基本条例などの理解を深めるため

の研修会については実施していない。 

・研修会については先進地視察を行っている。今年度は自治会加入率を上げて

いる小田原市を視察する予定である。 

【意見等】 

（市民会議） 

・加入率が低い原因として、一つが外国人、二つ目がアパート・マンション住

民の意識の低さである。 

（地域総務課） 



 

・外国人についてはデリケートな部分もあり積極的に加入依頼できていない部

分もある。 

 

【提言 2】 

 定例地区会長会議・地区区長会会議などが、行政からの一方的な伝達、依頼、

文書配布に大部分の時間が割かれている現状を改善して、地域の諸課題やあ

るべきまちづくりについて、議論したり、行政に提言したりする場に改革す

る。 

【実行状況】 

・定例区長会議では、各地区の情報交換や意見交換を設けて地区区長会議で問

題になった諸問題なども討議している。 

【意見等】 

（市民会議） 

・情報交換の場を設けてもらいたい。 

・地区の中で意見を吸い上げて、それを区長会議に上げる仕組みを事務局と 

して作り上げてもらいたい。 

・一度で出来上がるものではないので、何回かやってみて完成させてほしい。 

（地域総務課） 

・諸問題を討議することで、意見交換が活発になった。 

 

【提言 3】 

 区長会は、地域の課題や改善策などを検討し、情報公開、運営の透明性を高

めるために、区長と区長代理の出席のもとで実施する。 

【実行状況】 

・両者出席 13 地区、区長のみ出席 3地区 

【意見等】 

（地域総務課） 

・地区によって考え方がある。全地区で両者が出席するよう要望していきたい。 

 

【提言 4】 

 区長会に関する「予算書」「決算書」「事業計画・報告」などについては、情

報公開し、透明性を高める必要がある。 

【実行状況】 

・予算書、決算書を提出いただいている。 

【意見等】 

（市民会議） 

・一般公開できる内容なのか精査していただきたい。一般市民が見て疑念を抱

かないような決算書としてもらいたい。 

（地域総務課） 



 

・残額については、すべて使ってしまうのではなく戻すことが基本と考えてい

る。そのようなお願いをしている。 

 

【提言 5】 

 地区区長会の規約や規則の見直しを「あるべき姿」に向けて検討する。 

【実行状況】 

・自治会ハンドブックを作成中、基準を示していきたい 

【意見等】 

（市民会議） 

・自治会ハンドブックの作成が大事である。基準を示すことで事務の効率化に

もつながるものと考える。 

 


